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 「長岡市地域おこし協力隊」募集要項 

令和６年１月１日 

長岡市では、過疎高齢化が進む地域における地域活性化と地域への定住促進を目的とし

て、「長岡市地域おこし協力隊（地域づくり）」を募集しています。 
 
１ 地域おこし協力隊制度について 

地域おこし協力隊は、地方自治体が都市住民を受入れ、地域おこし協力隊員として委嘱

し、一定期間以上、地域協力活動に従事してもらいながら、当該地域への定住・定着を図

る取組です。 

 

地域ブランドや地場産品の開発及びプロモーション活動、地域の情報発信活動、 

都市との交流活動、移住者受入れに係る支援活動、地域行事・伝統芸能等への支援活動、 

農作業支援、耕作放棄地再生その他の農林水産業への従事活動、水源・環境保全活動、 

地域住民の日常生活に係る支援活動、デジタルデバイド対策など 
 
 地域の活動団体が求める支援内容に対して、隊員が自らの経験や能力を活かして取り組

んでみたいと思うことを、行政と地域住民とが一緒になってサポートします。 
 
２ 活動地域・活動内容・募集人数 

活動内容及び募集人数等は、各活動団体によって異なります。 

（詳細は、別紙の各活動団体の募集要項をご覧ください。） 
 
３ 任用形態及び期間 

 (1)任用形態は長岡市の会計年度任用職員です。 

(2)任用期間は任用年度の３月 31 日までです。 

  ※任用の開始時期は、任用内定者と協議の上決定します。 

 ※最長３年間まで再度任用する場合があります（年度毎）。 

(3)長岡市地域おこし協力隊設置要綱（地域づくり）第３条の資格を失ったときは、その

職を解くことがあります。 
 
４ 募集対象 

(1)３大都市圏をはじめとする都市地域に住所を有し、かつ生活の本拠を置いていること 

(2)任用後、活動地区内に住所を移すことができること 

（長岡市地域おこし協力隊設置要綱第３条に定める住所要件を満たしていること） 

※現在住民票を置いている住所が過疎地域等の条件不利区域内である場合は、原則と

して応募できません。詳しくはお問い合わせください。 

(3)心身ともに正常な状態で、かつ、誠実に職務ができること 

(4)普通自動車運転免許を有していること（受入れ団体によっては、取得見込みも可） 

(5)上記のほか、各活動団体の求める人材像等に合致していること 
 
５ 勤務時間 

１週間当たり 30 時間以内（勤務日は月２１日程度） 

※標準的な勤務時間は、週５日、午前９時から午後４時まで（うち休憩１時間） 

※業務によっては、夜間及び土日祝日等に勤務する場合があります。 

※休日は、勤務割表によりあらかじめ示された日になります。 

 

 

地域協力活動の例 
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６ 報酬 

月額 173,806 円 

※在職期間に応じて期末手当が支給されます。 
 
 
７ 待遇及び福利厚生 

(1)健康保険・厚生年金・雇用保険等の社会保険に加入します。 

(2)任用期間に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。 

(3)一定の要件を満たした場合、育児休業や夏季休暇等の特別休暇を取得できます。 

(4)活動に必要な消耗品、旅費等を支給します。 

(5)活動用の車両、携帯電話、パソコン等の備品を必要に応じて貸与します。 

(6)住居については、原則として市が用意する住宅に居住していただきます。 

(7)転居に要する費用、水道光熱費の生活費、自治会費等は個人負担となります。 

(8)勤務時間外で職務に支障のない範囲等であれば、兼業することができます。 

(9)日常生活における移動手段として自家用車等の持ち込みをお勧めします。 
 
８ 応募方法 

(1)提出書類（①及び②は全員、③は該当者のみ提出してください） 

  ①地域おこし協力隊（地域づくり）任用試験申込書（所定の様式に自書してください） 

  ②住民票 

（以下の書類は、地域おこし協力隊経験者であって、地域要件の特例の適用を受ける方のみ提出してください。） 

  ③２年以上続けて地域おこし協力隊として活動し、かつ、解嘱から１年以内であるこ

とが確認できる書類（辞令の写し等） 
 
(2)申込方法 

(1)の提出書類を下記提出先に持参又は郵送してください。 

 

 

 
 
(３)随時受け付けます。（任用者が決定次第、締め切らせていただきます。） 

 
９ 選考方法 

 (1)資格要件を満たしている方を対象に、長岡市内において面接試験及び活動地区の見学

を行います。日程等の詳細は、資格要件確認結果と併せてお知らせします。 

(2)選考結果は、面接試験から２週間程度で受験者全員に文書で通知します。 
 
1０ その他 

(1)長岡市地域おこし協力隊設置要綱（地域づくり）（平成 28 年長岡市告示第 158 号）

及び関係法令を必ずご確認の上、ご応募ください。 

(2)受験のために必要な費用（交通費、郵便料等）は応募者の負担となります。また、提

出された書類は、お返ししません。 

(３)募集要項、申込書等のデータは、長岡市ホームページからダウンロードできます。 

（https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate11/kyoryokutai/bosyu.html） 

〈提出先〉 〒940‐0062 

新潟県長岡市大手通２－６ フェニックス大手イースト５階 

長岡市地域振興戦略部 宛 

 

右の QR コードからも

アクセスできます！ 


